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衆
議
院
議
員
本
村
賢
太
郎
君
提
出
我
が
国
の
「
単
回
使
用
医
療
機
器
（
Ｓ
Ｕ
Ｄ
）
」
再
使
用
検
討
の
現
状
及
び
今
後
の
国
の

施
策
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
本
村
賢
太
郎
君
提
出
我
が
国
の
「
単
回
使
用
医
療
機
器
（
Ｓ
Ｕ
Ｄ
）
」
再
使
用
検
討
の
現
状
及
び
今
後
の

国
の
施
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
に
お
い
て
、
単
回
使
用
の
医
療
機
器
（
一
回
限
り
使
用
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
医
療
機
器
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
再
製
造
（
単
回
使
用
の
医
療
機
器
が
使
用
さ
れ
た
後
、
新
た
に
製
造
販
売
を
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
こ

れ
に
検
査
、
分
解
、
洗
浄
、
滅
菌
そ
の
他
必
要
な
処
理
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
可
能
と
す
る
制
度
（
以
下

「
再
製
造
制
度
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
在
、
再
製
造
制
度
の
実
施
の
た
め
に
必

要
な
省
令
案
等
に
つ
い
て
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施
し
、
御
指
摘
の
「
患
者
及
び
患
者
会
」
を
含
め
、
広
く
国
民
か
ら

意
見
を
募
集
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
に
お
い
て
検
討
し
て
い
る
再
製
造
制
度
に
お
い
て
は
、
再
製
造
を
さ
れ
た
単
回
使
用
の
医
療
機
器
（
以
下

「
再
製
造
単
回
使
用
医
療
機
器
」
と
い
う
。
）
の
製
造
販
売
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
再
製
造
前
の
単
回
使
用
の
医
療
機
器

（
以
下
「
原
型
医
療
機
器
」
と
い
う
。
）
に
係
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す

一



る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
（
以
下
「
承
認
」
と
い
う
。
）
と
は
別
に
、
原
型
医
療
機
器
と
同
等
の
品
質
、
有
効
性

及
び
安
全
性
を
有
す
る
医
療
機
器
と
し
て
当
該
再
製
造
単
回
使
用
医
療
機
器
に
係
る
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
。
当
該
承
認
を
受
け
る
者
は
、
再
製
造
の
工
程
に
お
け
る
適
切
な
病
原
体
の
除
去
等
に
つ
い
て
必
要
な
審
査

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
「
新
た
な
事
案
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
も
の
と

考
え
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

再
製
造
単
回
使
用
医
療
機
器
に
つ
い
て
は
、
そ
の
承
認
の
申
請
が
行
わ
れ
た
場
合
は
、
当
該
再
製
造
単
回
使
用
医
療
機
器

が
原
型
医
療
機
器
と
同
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
を
有
す
る
こ
と
が
科
学
的
根
拠
に
基
づ
き
審
査
さ
れ
る
も
の
と
承

知
し
て
い
る
。
ま
た
、
御
指
摘
の
患
者
へ
の
説
明
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
医
療
機
器
ご
と
に
当
該
医
療
機
器
を
用
い
る

こ
と
に
よ
る
影
響
等
に
応
じ
て
行
う
こ
と
を
求
め
て
お
り
、
再
製
造
単
回
使
用
医
療
機
器
に
係
る
当
該
説
明
に
つ
い
て
も
同

様
の
取
扱
い
と
す
る
こ
と
が
現
時
点
に
お
い
て
は
適
切
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
再
製
造
制
度
に
つ
い
て
は
、
薬
事

・
食
品
衛
生
審
議
会
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
等
に
よ
り
得
ら
れ
た
国
民
か
ら
の
意
見
を
踏
ま
え
、
引
き
続
き
検
討
し
て
い

二



く
こ
と
と
し
て
い
る
。

三


